
福島市展示会出展・販路拡大支援事業事務取扱要領 

（目的） 

第１条 この要領は、福島市展示会出展・販路拡大支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付に係る手続き等の事務取扱に関し、必要な事項を定めることにより、補助金

交付事務の適正な執行を図ることを目的とする。 

 

（指定する展示会） 

第２条 福島市展示会出展・販路拡大支援事業補助金の交付等に関する要綱（以下「要綱」

という。）第４条第３項に規定する展示会等とは、次に掲げる展示会とする。 

 ⑴ MEDTEC Japan及び同時開催の展示会 

 ⑵ 医療機器開発・製造展 MEDIX及び同時開催の展示会 

 ⑶ Medical Japan及び同時開催の展示会 

 ⑷ メディカルメッセ及び同時開催の展示会 

 ⑸  メディカルクリエーションふくしま 

 ⑹ ロボット航空宇宙フェスタふくしま 

 ⑺ 航空・宇宙機器開発展 

⑻ ロボデックス 

 ⑼ 加工食品 EXPO 

 ⑽ その他特定集積産業分野にかかる展示会 

 

（補助金の交付の決定） 

第３条 福島市補助金等の交付等に関する規則第５条に規定する決定をする際は、当該補

助金を初めて申請する補助対象者を優先する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



附 則 

（施行期日等） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 


